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特定の株主からの自己株式取得に関するお知らせ 

 

当社は、平成 25年 5月 17日開催の当社取締役会において、会社法第 156条第 1項、第

160条第 1項及び第 161条の規定に基づき、平成 25年 6月 21日開催予定の第 38回定時株

主総会に、「特定の株主からの自己株式取得の件」を付議することを決議いたしましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．自己株式の取得を行う理由 

  当社の筆頭株主である株式会社ユニマットライフより同社の保有する当社株式の一部

について当社への売却の打診を受けました。 

  当社株式が短期間に市場に放出される場合の影響を総合的に検討した結果、会社法第

156条第 1項、第 160条第 1項及び第 161条の規定に基づき、相対取引による自己株式の

取得を行うことを決定いたしました。 

なお、株式会社ユニマットライフは、当社株式の一部を当社へ売却することとなりま

すが、売却対象としない当社株式については、引き続き継続保有するご意向であること

を確認しております。 

また、当社取締役坂井孝敏は、株式会社ユニマットライフの取締役を兼任しておりま

すので、利益相反のおそれを回避する観点から、上記自己株式の取得に関する取締役会

の審議及び決議に参加しておりません。 

  

２．取得の内容 

 （１）取得する株式の種類 

    当社普通株式 

 （２）取得する株式の数 

    1,250,000株（発行済株式総数に対する割合14.5％）を上限とする。 

 （３）株式の取得価額の総額 

    10億円を上限とする。 

 （４）株式1株を取得するのと引き換えに交付する金額の算定方法 

    第38回定時株主総会開催日前日（平成25年6月20日予定）の株式会社大阪証券取引

 



所ジャスダック市場における当社株式の最終の価格（当該日に売買取引がない場

合又は当該日がジャスダック市場の休業日にあたる場合にはその後最初になされ

た売買取引の成立価格） 

（５）取得期間 

    平成25年6月24日～平成26年3月31日 

 

３．取得先の概要 

（１） 商 号 株式会社ユニマットライフ 

（２） 所 在 地 東京都港区南青山二丁目12番14号 

（３） 代 表 者 代表取締役 菅田 貴人 

（４） 主 な 事 業 内 容 コーヒー・紅茶、清涼飲料水、食品・日用雑貨の販売等、 

環境美化用品の製造及びレンタル・販売 

各種事業会社の株式の保有・管理 

（５） 資 本 金 の 額 100百万円 

 

４．その他 

  自己株式の取得にあたって株式1株と引き換えに交付する価格は、会社法第161条及び会社法

施行規則第30条第1項により算定されるものを超えないため、取得する相手方以外の株主様に

は、会社法第160条第2項及び第3項による売主追加議案の請求権は生じません。 

 

 （ご参考）平成25年3月31日時点の自己株式の保有 

       発行済株式総数（自己株式を除く） 8,579,983株 

       自己株式数              18,929株 

 

 以 上 


